
 

 

 

SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会 

 

第６回総会（解散総会） 

 

 
 

 

 

  日時：令和７年３月２４日（月）午後３時～ 

場所：玄海町町民会館イベントホール 

  



- 1 - 

 

目   次 

 

◆第６回総会（解散総会） 

 

【報告事項】 

 第７８回国民スポーツ大会相撲競技会について………………………………3 

 

【第１号議案】 

 SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会令和６年度事業報告（案）について……7 

【第２号議案】 

 SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会令和６年度収支決算（案）について……8 

【第３号議案】 

 SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会の財産処分（案）について………………9 

【第４号議案】 

 SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会の解散及び会則の廃止（案）について…10 

 

◆ 参考資料 

  SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会会則………………………………………12 

  SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会委員名簿…………………………………17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

 

SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会 

第６回総会（解散総会） 次第 

 

１ 開 会 

 

 

２ 会長あいさつ 

 

 

３ 報告事項 

第７８回国民スポーツ大会相撲競技会について 

 

 

４ 議 事 

 

（１）第 1 号議案 

SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会令和６年度事業報告（案）について 

 

（２）第２号議案 

SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会令和６年度収支決算（案）について 

 

（３）第３号議案 

SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会の財産処分（案）について 

 

（４）第４号議案 

SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会の解散及び会則の廃止（案）について 

 

４ 閉 会 
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第７８回国民スポーツ大会相撲競技会について 

 

 令和６年１０月６日（日）～10 月 8 日（火）に開催された第 78 回国民スポー

ツ大会相撲競技会は、多くの方々のご協力をいただき盛況のうちに終了するこ

とが出来ました。 

 

１ 大会結果 

順位 少年男子団体 少年男子個人 成年男子団体 成年男子個人 順位 総合成績 

第１位 鳥取県 
福崎 真逢輝 

（鹿児島県） 
石川県 

大森 康弘 

（石川県） 
第１位 鳥取県 

第２位 和歌山県 
瀧田 朔乃介 

（東京都） 
鹿児島県 

花岡 真生 

（熊本県） 
第２位 和歌山県 

第３位 千葉県 
尾川 蓮太 

（熊本県） 
熊本県 

行徳 康祐 

（東京都） 
第３位 鹿児島県 

第４位 東京都 
齋藤 忠剛 

（埼玉県） 
福岡県 

池田 俊 

（石川県） 
第４位 熊本県 

第５位 

熊本県 
西出 大毅 

（和歌山県） 
埼玉県 

平野 颯人 

（秋田県） 
第５位 千葉県 

福岡県 
ﾆﾔﾑｵﾁﾙ ﾄｩﾙﾎﾞﾙﾄﾞ 

（新潟県） 
青森県 

斎藤 健 

（福島県） 
第６位 福岡県 

鹿児島県 
山本 十蔵 

（和歌山県） 
福井県 

ｱﾙﾀﾝｹﾞﾚﾙ ｿｿﾙﾌｰ 

（鳥取県） 
第７位 東京都 

埼玉県 
麻田 遥人 

（和歌山県） 
秋田県 

五島 雅治 

（和歌山県） 
第８位 石川県 

 

２ 大会参加者数 

区 分 10 月 6 日（日） 10 月 7 日（月） 10 月 8 日（火） 合計 

選手監督等 521 人 518 人 239 人 1,278 人 

一般観覧者 879 人 937 人 253 人 2,069 人 

大会関係者 434 人 351 人 308 人 1,093 人 

合 計 1,834 人 1,806 人 800 人 4,440 人 

 

報告事項 
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３ 弁当 

区 分 10 月 6 日（日） 10 月 7 日（月） 10 月 8 日（火） 合計 

選手監督 521 個 518 個 239 個 1,278 個 

競技役員等 339 個 352 個 351 個 1,042 個 

合 計 860 個 870 個 590 個 2,320 個 

弁当業者（ふるさと発想館、ファミリーショップやまぐち、さくら、かとれあ） 

 

４ ふるまい 

内容 10 月 6 日（日） 10 月 7 日（月） 10 月 8 日（火） 合計 

無料ドリンク 3,072 本 2,928 本 720 本 6,720 本 

いりやき 300 食 － － 300 食 

豚汁 － 450 食 － 450 食 

バナナ 1,000 本 1,000 本 500 本 2,500 本 

和菓子 1,000 個 525 個 525 個 2,050 個 

 

５ 選手監督等宿泊者数 

区 分 10 月 5 日（土） 10 月 6 日（日） 10 月 7 日（月） 合計 

町 内 151 人 153 人 100 人 404 人 

町 外 383 人 392 人 284 人 1,059 人 

合 計 534 人 545 人 384 人 1,463 人 

町内宿泊先（佐和屋旅館、山一旅館、値賀崎旅館、大玄旅館、ビジネスホテル大

玄、民宿山﨑、民宿要太郎）、町外宿泊先（福岡市、糸島市、松浦市） 

 

６ 大会の様子 

  

開会行事              練習会場 
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    承子様御観覧①           承子様御観覧② 

  

   少年男子佐賀県選手団          少年男子試合 

  

   成年男子佐賀県選手団         成年男子試合 

  

    無料ドリンク配布           いりやき配布 
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売店                 弁当 

   

      会場入口         応援のぼり旗（玄海みらい学園） 

  

   玄海みらい学園観戦         唐津青翔高等学校観戦 

  

相撲健康体操（玄海みらい学園） プラカード、選手誘導（唐津青翔高等学校） 
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SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会令和６年度事業報告 

 

１ 第 78 回国民スポーツ大会相撲競技会の開催 

・第 78 回国民スポーツ大会相撲競技会（令和６年１０月６日～８日） 

 

２ 関係機関及び関係団体との連携調整 

・SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会総会（令和６年４月９日） 

  収支予算、決算、事業計画等 

・SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会総務企画専門委員会 

（令和６年８月５日） 

  事業計画等 

・SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会競技式典専門委員会 

（令和６年８月５日） 

  事業計画等 

・SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会宿泊衛生専門委員会 

（令和６年８月８日） 

  事業計画等 

・SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会輸送警備専門委員会 

（令和６年８月８日） 

  事業計画等 

・三者連絡調整会議（令和６年６月１５日、８月３０日） 

  ・後催向け事業概要説明会（令和６年１２月２０日） 

・県、旅行代理店、委託業者等と打合せ（随時実施） 

 

３ その他競技会の開催準備に係る事項の推進 

・広報玄海、ホームページ等による周知（随時実施） 

・町内イベント等での啓発活動（随時実施） 

・放送委員の実務研修（随時実施） 

 

４ 大会報告書の作成 

・令和７年２月に関係団体等に配布 

 

 

第１号議案 
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第２号議案 
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第３号議案 

 

SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会の財産処分（案）について 

 

SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会の解散に伴う同実行委員会事務局備品等の

残余財産は、SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会会則第１９条の規定に基づき、

玄海町に帰属するものとする。 

 

参考 

SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会会則（抜粋） 

 

（解 散） 

第１９条 実行委員会は、第２条に規定するその目的が達成されたときは、総

会の議決を経て解散するものとする。 

２ 実行委員会が解散するときに有する残余財産は、総会の議決を経て玄海

町に帰属するものとする。 
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第４号議案 

 

SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会の解散及び 

会則の廃止（案）について 

 

SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会は、SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会会則

第２条に規定する目的を達成したため、同会則第１９条の規定に基づき、令和７

年３月３１日をもって、同実行委員会を解散し、同会則を廃止する。 

 

参考 

SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会会則（抜粋） 

 

（目的） 

第２条 実行委員会は、第７８回国民スポーツ大会において、玄海町で開催さ

れる競技会（以下「競技会」という。）の円滑な運営に対し、必要な準備を

行うことを目的とする。 

 

（解 散） 

第１９条 実行委員会は、第２条に規定するその目的が達成されたときは、総

会の議決を経て解散するものとする。 

２ 実行委員会が解散するときに有する残余財産は、総会の議決を経て玄海

町に帰属するものとする。 
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SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会会則 

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 本会は、SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会（以下「実行委員会」 

という。）と称する。 

（目的） 

第２条 実行委員会は、第７８回国民スポーツ大会において、玄海町で開催され

る競技会（以下「競技会」という。）の円滑な運営に対し、必要な準備を行う

ことを目的とする。 

（所掌事項） 

第３条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を行

う。 

（１）競技会の開催に必要な方針及び計画の決定に関すること。 

（２）競技会の開催に係る準備に関すること。 

（３）競技会の開催に必要な施設及び設備の整備に関すること。 

（４）競技会の開催及び準備のための経費に関すること。 

（５）関係競技団体、関係団体及び関係機関との連絡調整に関すること。 

（６）その他、本会の目的達成に必要な事項に関すること。 

第２章 組織 

（実行委員会の委員） 

第４条 実行委員会の委員は、次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。 

（１）玄海町を代表する者 
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（２）玄海町議会を代表する者 

（３）関係競技団体、その他の関係団体及び関係機関を代表する者 

（４）その他会長が特に必要と認める者 

２ 会長及び委員は無報酬とする。 

（役員の定数） 

第５条 実行委員会に次の役員を置く。 

（１） 会長    １名 

（２） 副会長   若干名 

（３） 委員    ３０名以内 

（４） 監事    ２名 

（役員の選任） 

第６条 会長は、玄海町長をもって充てる。 

２ 副会長及び監事は、総会において委員の中から選任する。 

（役員の職務） 

第７条 会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、又は欠けたときはあら

かじめ会長が指名した順序によりその職務を代理する。 

３ 監事は、実行委員会の業務執行及び会計の状況を監査し、その監査の結果

を総会に報告する。 

（任期等） 

第８条 役員及び委員（以下「委員等」という。）の任期は、委嘱された日か

ら実行委員会の目的が達成されたときまでとする。ただし、委員等が就任時

におけるそれぞれの所属団体又は機関の役職を離れたときは、その委員等は

辞任したものとみなし、その後任者が前任者の残任期間を務めるものとする。 
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２ 会長は、委員等に特別な事情が生じたときは、その職を解き、必要に応じ

て補充することができる。 

３ 会長は、前２号に規定により委員等に変更があったときは、次の総会にお

いて報告する。 

（顧問及び参与） 

第９条 実行委員会に、顧問及び参与を置くことができる。 

２ 顧問及び参与は、会長が委嘱する。 

３ 顧問は、会長が重要と認める事項について、会長の諮問に応じ助言を行う。 

４ 参与は、会長が必要と認める事項について、会長の諮問に応じ助言を行う。 

５ 顧問及び参与は無報酬とする。 

６ 前条第１項及び第２項の規定は、顧問及び参与の任期について準用する。

これらの規定中「委員及び役員」とあるのは「顧問及び参与」と読み替える

ものとする。 

第３章 会議 

（会議の種類） 

第１０条 実行委員会に、次に掲げる会議を置く。 

（１）総会 

（２）役員会  

（３）専門委員会 

（総会） 

第１１条 総会は、会長及び委員等をもって構成する。 

２ 総会は、会長が招集し、会長が議長を務める。 

３ 総会は、次に掲げる事項について審議し、議決する。 

（１）競技会の開催に係る基本方針に関すること。 
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（２）会則の制定及び改廃に関すること。 

（３）事業計画及び事業報告に関すること。 

（４）予算及び決算に関すること。 

（５）役員会に委任する事項に関すること。 

（６）その他重要な事項に関すること。 

４ 総会は、委員の過半数の出席がなければ開会し、議決することはできない。

ただし、総会に出席できない場合は、代理人によって議決権を行使し、または

書面で議決に加わることができる。この場合において、当該委員は出席したも

のとみなす。 

５ 総会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

６ 会長は、必要に応じて顧問及び参与に総会の出席を求めることができる。 

（役員会） 

第１２条 役員会は、会長、副会長をもって構成する。 

２ 役員会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長を務める。 

３ 役員会は、次に掲げる事項について審議し、決定する。 

（１）総会から委任された事項に関すること。 

（２）専門委員会の設置及び専門委員会への付託又は委任に関すること。 

（３）総会を招集するいとまのない緊急な事項に関すること。  

（４）その他会長が必要と認める事項に関すること。 

４ 前条第４項及び５項の規定は役員会に準用する。 

５ 役員会は、第３項の規定により審議し、決定した事項及び次条第２項の規定

により専門委員から報告のあった事項を必要に応じて次の総会に報告するも

のとする。 
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（専門委員会） 

第１３条 専門委員会は、会長が委嘱した専門委員をもって構成する。 

２ 専門委員会は、役員会から付託又は委任された事項について調査、審議し、

その結果を役員会に報告するものとする。 

３ 前２項の規定に定めるもののほか、専門委員会に関して必要な事項は、役員

会に諮った上で会長が別に定める。 

４ 第８条の規定は、専門委員の任期等について準用する。この場合において同

項中「委員及び役員」とあるのは「専門委員」と、「実行委員会」とあるのは

「専門委員会」と読み替えるものとする。 

第４章 会長の専決処分 

（会長の専決処分） 

第１４条 会長は、総会及び役員会（以下「総会等」という。）を招集するいと

まがないとき、又は総会等の権限に属する事項で簡易なものについては、これ

を専決処分することができる。 

２ 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の総会等において

報告し、その承認を得なければならない。 

第５章 事務局 

（事務局） 

第１５条 実行委員会の事務を処理するため、事務局を置く。 

２ その他事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

第６章 会 計 

（経 費） 

第１６条 実行委員会の経費は、負担金、補助金及びその他の収入をもって充

てる。 
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（予算及び決算） 

第１７条 実行委員会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は、監

査を経て、総会承認を得なければならない。 

（会計年度） 

第１８条 実行委員会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日

までとする。ただし、設立初年度の会計年度については、この規約の施行の

日から翌年３月３１日とする。 

２ 実行委員会の会計に関して必要な事項は、会長が別に定める。 

第７章 解 散 

（解 散） 

第１９条 実行委員会は、第２条に規定するその目的が達成されたときは、総会

の議決を経て解散するものとする。 

２ 実行委員会が解散するときに有する残余財産は、総会の議決を経て玄海町

に帰属するものとする。 

第８章 補 則 

（委 任） 

第２０条 この会則に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し、必要な事項

は会長が別に定める。 

 

附 則 

この会則は、令和３年９月８日から施行する。 
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